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沖縄県米軍基地環境調査ガイドラインとは 

 

沖縄県米軍基地環境調査ガイドライン（以下、「ガイドライン」という。）は、

米軍基地から派生する諸問題のうち、環境面からの問題解決に資するため、国、

県及び関係市町村の適切な役割分担のもと、技術的・制度的な対応のあり方を

示し、国及び関係市町村等と連携した新たな環境保全の仕組みの構築を目指す

ものである。 
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